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文教厚生委員会 会議録

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和６年３月１８日（月）

午前１０時開会、午後０時２分閉会

場 所 第２委員会室

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 協議事項

（１）付託された議案の審査

①議案第３０号 令和６年度土浦市国民健康保険特別会計予算

②議案第３１号 令和６年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

③議案第３２号 令和６年度土浦市介護保険特別会計予算

④議案第４１号 令和５年度土浦市国民健康保険特別会計補正予算（第４回）

⑤議案第４２号 令和５年度土浦市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）

⑥議案第４３号 令和５年度土浦市介護保険特別会計補正予算（第３回）

（２）その他

５ 閉 会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（７名）

委員長 矢口 勝雄

副委員長 田中 義法

委 員 吉田 千鶴子

委 員 勝田 達也

委 員 福田 勝夫

委 員 平岡 房子

委 員 根本 法子

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠席委員（１名）

委 員 鈴木 一彦
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者（３名）

保健福祉部長 羽生 元幸

高齢福祉課長 刈山 和幸

国保年金課長 武井 衛

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

主 幹 高橋 陽平

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○矢口委員長 ただ今から文教厚生委員会を開会いたします。なお、本日鈴木委員は

御欠席の連絡をいただいております。それでは、委員の皆さんにお願いです。審査の

中で委員長報告の中に意見として入れたい事項がありましたら、発言をする時に意見

として入れたい旨を言ってください。では、協議事項（１）付託された議案の審査に

入ります。サイドブックスは、本会議、令和６年、第１回定例会、事前配布資料、議

案第２７号～３２号、令和６年度土浦市予算書を御準備ください。議案第３０号、令

和６年度土浦市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。執行部より説明をお

願いいたします。

○武井国保年金課長 本日はよろしくお願いいたします。議案第３０号、令和６年度

国民健康保険特別会計予算について御説明いたします。ページは２４０ページをお願

いいたします。歳入歳出予算の総額はそれぞれ１３６億８，５４６万２，０００円で、

対前年度比では６億２８７万９，０００円、４.２％の減となっております。減額の
主な要因につきましては、被保険者数の減少に伴う保険給付費の減額によるものでご

ざいます。国保の加入状況につきましては、令和６年１月末現在で被保険者数は２万

７，７４０人、前年同月比で１，２２６人、４.２％の減となっております。つづき
まして、２４４ページをお願いいたします。第２表債務負担行為でございます。検診

委託料につきましては、健診後に実施する特定保健指導が一定期間を要し、年度を超

える場合があることから、期間と限度額を設定するものでございます。次のジェネリ

ック医薬品利用差額通知事業委託料につきましては、通知後のレセプトデータによる
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効果測定が年度を超える場合があるため、期間と限度額を設定するものでございます。

２４８ページをお願いいたします。それでは、歳入から説明させていただきますので、

２４８ページをお願いいたします。１款国民健康保険税は歳入予算額の２０.６％を
占めるもので、税率の改正などにより前年度との比較では２億８，２８０万円、１１.
２％の増となっております。１項、１目一般被保険者国民健康保険税及び２目退職被

保険者等国民健康保険税に区分されておりまして、更にそれぞれ医療給付費分、後期

高齢者支援金分、介護納付金分の三つの区分の現年課税分と滞納繰越分に分けられて

おります。２５０ページをお願いいたします。３款使用料及び手数料、１項、１目督

促手数料は、国保税納付に係る督促手数料です。なお、督促手数料につきましては令

和４年度から廃止となっておりますので、歳入は過年度分を見込んでおります。２５

１ページをお願いいたします。４款国庫支出金、１項、１目災害臨時特例補助金は、

東日本大震災の福島原発事故に伴う避難者の国保税及び医療機関等に支払う一部負担

金の減免分を補填するために交付されるものでございます。２５２ページをお願いい

たします。５款県支出金、１項、１目保険給付費等交付金でございます。１節普通交

付金は、被保険者の医療費である保険給付費の支払に必要な費用が県から交付される

ものでございます。２節特別交付金のうち、説明欄１項目の保険者努力支援分は、各

保険者における医療費適正化や収納率の向上等、国保が抱える課題に対する取組など

の努力に対して点数に応じた支援金が交付されるものでございます。説明欄２項目の

特別調整交付金は、市町村の特別な事情等、例えば２０歳未満の被保険者数が多いこ

とによる財政影響があることなどを考慮して交付されるものでございます。説明欄３

項目の県繰入金２号分は、県の国民健康保険運営方針に対する取組状況の評価や、そ

の他知事が認めたものによる額等を勘案した算定額が交付されるものでございます。

説明欄４項目の特定健診等負担金は、特定健康診査の実施に対して国と県がそれぞれ

３分の１相当額を負担するものでございます。２５４ページをお願いいたします。７

款繰入金、１目一般会計繰入金でございます。前年度との比較では８.２％の増とな
っております。増額の主な要因といたしましては、令和６年度から税率改正による国

民健康保険税の調定額の増加に伴い、軽減制度による軽減額が増加するため、その補

塡である１節保険基盤安定繰入金、３節保険基盤安定繰入金、未就学児均等割軽減分

が増加するものでございます。１節保険基盤安定繰入金から６節財政安定化支援事業

繰入金及び８節産前産後保険料繰入金は、国が定める一般会計からの法定分の繰入れ

でございます。１節保険基盤安定繰入金、保険税軽減分は一般被保険者の低所得者に

対する保険税軽減、７割、５割、２割の軽減分を県が４分の３、市が４分の１の負担

金を繰り入れるものでございます。２節保険基盤安定繰入金、保険支援分は、低所得

者が多い保険者に対する支援分として国が２分の１、県が４分の１、市が４分の１の
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負担金を繰り入れるものでございます。３節保険基盤安定繰入金、未就学児均等割軽

減分は、未就学児の均等割５割軽減分として国２分の１、県４分の１、市４分の１の

負担金を繰り入れるものでございます。４節職員給与費等繰入金は、国保特別会計で

負担している人件費等の事務経費相当分の額に対する繰入金でございます。５節出産

育児一時金等繰入金は、出産育児一時金支給額の市負担分３分の２相当額を繰り入れ

るものでございます。６節財政安定化支援事業繰入金は、国保が低所得者や高齢者の

加入割合が多いことなど保険者の責めに帰すことができない事情に対する繰入れで、

財源は国から交付税措置されるものでございます。７節その他一般会計繰入金につき

ましては、財源不足等を補填するために法定外分として計上している繰入金でござい

ます。なお、令和６年度は国、県が推進している赤字削減解消の方針に基づき決算補

塡目的に当たらない経費のみの繰入れとし、前年度と同額の１億円となっております。

主にマル福の波及分及び保健事業分としての財源としております。つづきまして、２

項、１目、１節財政調整基金繰入金につきましては、財源不足を調整するものでござ

います。２５６ページをお願いいたします。一番下段の表ですが、９款諸収入、３項、

１目一般被保険者第三者納付金につきましては、交通事故等の第三者の不法行為によ

る保険給付について県国保連合会に損害賠償の求償事務を委託して収納する賠償金で

ございます。なお、説明欄につきましては、令和６年度中に結審した場合の見込み額

でございます。以上が歳入予算でございます。つづきまして、２５７ページをお願い

いたします。歳出予算について御説明いたします。１款総務費、１項、１目一般管理

費は職員人件費のほか一般管理事業の会計年度任用職員１名分の人件費、国保事務執

行に係る一般事務経費で、前年度との比較では２.７％の増となっております。一般
管理事業の主なものといたしましては、１１節役務費、手数料は県国保連合会へのレ

セプト管理システム手数料及び交通事故等における第三者求償事務の取扱手数料でご

ざいます。１２節委託料、弁護士委託料は、交通事故による第三者の不法行為に係る

保険給付の訴訟のため、市が顧問弁護士に委託する第三者行為訴訟代理人委託料でご

ざいます。２５８ページをお願いいたします。２目賦課徴収費は会計年度任用職員４

名分の人件費のほか事務経費で、前年度との比較では０.５％の減となっております。
主なものといたしましては、１１節役務費の通信運搬費は国保税納税通知書及び保険

証の郵便料、マイナンバーカードの保険証利用の初期設定支援用端末の通信料でござ

います。手数料は、ペイジー口座振替サービスに係る手数料や金融機関への照会手数

料、国保加入者の資格給付管理の共同電算処理の国保連合会への手数料でございます。

１２節委託料の電算委託料は、国保加入者の資格給付管理の共同電算処理や被保険者

証の作成等の電算業務委託料でございます。なお、令和５年度までは国保連合会への

委託料として計上していたものを令和６年度より手数料といたしております。つづき
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まして、賦課徴収事業の１２節委託料は、出産に係る産前産後期間の保険税減免措置

に関しての報告をするための国保ラインシステム改修に係る電算委託料でございます。

２６０ページをお願いいたします。２款保険給付費につきましては、国保特別会計の

歳出予算額の６８.３％を占めており、前年度との比較では０.８％の減となっており
ます。１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費は、被保険者の診療や入院時など

の給付費分でございます。３目一般被保険者療養費は、各被保険者における保険適用

となった柔道整復施術費やコルセット代などの給付費分でございます。５目審査支払

手数料は、県国保連合会において行う診療報酬明細書の審査とレセプト電算処理の手

数料でございます。２６１ページをお願いいたします。２項高額療養費、１目一般被

保険者高額療養費は、１か月間の医療費の自己負担額が高額となった場合に、自己負

担限度額を超えた分が支給されるものでございます。３目一般被保険者高額介護合算

療養費は医療と介護保険サービスのいずれも利用する場合の負担を軽減する制度で、

１年間の医療費と介護料の負担合計額が高額となった場合に、限度額を超えた分が支

給されるものでございます。２６２ページをお願いいたします。２６２ページの下段、

４項出産育児諸費、１目出産育児一時金は被保険者が出産した際に５０万円を限度と

して支給するもので、支給額の増額により前年度との比較では１６.７％の減となっ
ております。５項葬祭諸費、１目葬祭費は、被保険者が死亡した場合に葬儀を執り行

った方に葬祭費用として５万円を給付するものでございます。２６３ページをお願い

いたします。６項傷病手当諸費、１目傷病手当金につきましては、新型コロナウイル

ス感染症に感染又は発熱等の症状があり、感染が疑われる被用者が療養のため労務に

服することができない時に療養中の生活保障として支給するものでございます。既に

適用期間を過ぎてしまっておりますが、時効までに申請する可能性があるため、予算

計上をしてございます。２６４ページをお願いいたします。３款国民健康保険事業費

納付金は、県が市町村ごとに算出した額を国民健康保険事業費納付金として県に支払

うものでございます。１項医療給付費分、２項後期高齢者支援金等分、３項介護納付

金分に分かれており、合計で３９億９，８１３万２，０００円、前年度比７，２７１

万５０００円、１.８％の減となっております。２６６ページをお願いいたします。
４款保健事業費、１項、１目特定健診等事業費は、保険者に義務付けられた特定健康

診査事業において生活習慣病予防対策や生活習慣の改善指導を実施するための経費で、

前年度の比較では８.３％の増となっております。説明欄１項目の特定健康診査等事
業の主なものといたしまして、１２節委託料につきましては、県総合健診協会、医療

機関等に対する特定健診及び特定保健指導の委託料でございます。１８節負担金補助

及び交付金の特定健診関連人間ドック等補助金は、人間ドック、脳ドック、受診者の

特定健診基本項目分に対する補助金で補助でございます。なお、受診者１人分の費用
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に対して特定健診基本項目分が国、県補助の対象となることから、特定健診分のドッ

ク受診実績が確定できるよう、２６７ページの２項、２目疾病予防費の市単独分、疾

病予防事業の人間ドック、脳ドック検診補助金と分けて計上しております。説明欄３

項目の特定健康診査に係るかかりつけ医からの情報提供事業につきましては、治療の

一環として行った特定健康診査の項目について医療機関から検査データの提供をいた

だくものでございます。２項、２目疾病予防費の説明欄１項目の疾病予防事業は、市

単独分の生活習慣病検診人間ドック、脳ドック検診の補助金でございます。説明欄２

項目の医療費適正化特別対策事業は、診療報酬明細書の点検に係る会計年度任用職員

４名分の人件費のほか事務費、事務経費でございます。説明欄３項目目のジェネリッ

ク医薬品利用差額通知事業は、ジェネリック医薬品利用差額通知に係る委託料でござ

います。２６９ページをお願いいたします。６款諸支出金、１項、１目一般被保険者

保険税還付金は、一般被保険者の国保税の過年度分の過誤納付金でございます。２７

０ページをお願いいたします。７款予備費は、前年度と同額の計上でございます。

○矢口委員長 説明ありがとうございました。御質問等ありますでしょうか。

○福田委員 ２５４ページ、ここの７款、２項です。財政調整基金の繰入れと書いて

あるのですが、これは特別会計のことなのか、それとも財政調整基金そのもののこと

なのでしょうか。

○武井国保年金課長 先日も少しお話しましたが、こちらは国保特別会計における財

政調整基金の繰入れということで、来年度は２億７，８００万を計上しているもので

ございます。

○矢口委員長 ほかにございますか。

○勝田委員 基本的なことで申し訳ございません。２６７ページの生活習慣病検診補

助金や人間ドック補助金、脳ドックの補助金が計上されていると思います。例えばこ

の脳ドックは割と値段が元々高いと思いますが、その補助率などそういうのはもう決

まっているのですか。

○武井国保年金課長 通常の普通の人間ドックですと１人当たり２万円、脳ドックに

関しましては１人当たり２万７，０００円を上限としています。

○勝田委員 補助してその値段になっているということですよね。

○武井国保年金課長 金額は通常の人間ドックの検診代から２万円を補助すると。脳

ドックの場合、２万７，０００円を補助するということで、それを差し引いた分は自

己負担になります。

○勝田委員 聞きたかったのは、補助していますが、その金額というのは例えば何か

で決まっていて、例えば市町村によって色付けしてもっと出すなどそういった制度な
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のですか。それとも、もうこれは補助率がぴたっと決まっていて、それでやってくだ

さいねということなのでしょうか。

○武井国保年金課長 実際の補助する額というのは市町村によっても異なりまして、

後期高齢者で人間ドックの補助をしていない自治体も実際にございますので、市町村

によってその補助の額は変わっております。

○勝田委員 この補助率というのは何と比較するかとあるのですが、近隣自治体と比

べると、今していないところもありますよということだったと思うのですが、その辺

りというのはどうなのでしょうか。

○武井国保年金課長 県内の他市町村の補助額の一覧等がございますので、後程配布

させていただきます。

○矢口委員長 資料のほうはよろしくお願いいたします。ほかにございますでしょう

か。

○吉田（千）委員 ただ今の下の所、ジェネリック医薬品の利用差額通知事業、基本

的なことになるのですが、この事業はどういった内容になっているのか。もうちょっ

と詳しく教えていただければ有り難いのですが。

○羽生保健福祉部長 ジェネリック医薬品の差額通知書ということで、元々ジェネリ

ック医薬品が出回った時に、まだまだジェネリック医薬品は使いたくないよという方、

今はほぼ８割以上がジェネリックを使っているのですが、まだそれが浸透していなか

った時、６割や５割だった時に、あなたがこれだけジェネリック医薬品を使えばこれ

だけ下がります。支払う医療費も下がりますよと。窓口で薬局に今２，０００円払っ

ているところを１，０００円で済みますよ。１，０００円安くなりますよという数値

を個別に出しています。ジェネリック医薬品を使っていない方を抽出しまして、まだ

ジェネリックを使いたくないという方もいらっしゃいますので、その辺を国保として

抑えるためにレセプトから抽出しまして、これだけ安くなるのですからジェネリック

を使ってくださいと。そういった数値を業者に作成させる委託料になっているもので

ございます。

○吉田（千）委員 そうしますと、業者は相手を特定されるわけですね。使っていな

いという方。その方にそういった御案内をきちっと出していただけるという理解でよ

ろしかったですか。

○武井国保年金課長 そうです。そういった通知をしまして、お知らせしている状況

ですので、引き続き事業は継続して行っていきたいと思ってます。

○吉田（千）委員 これだけ医療費がとても高い中で、少しでもそこを抑えるという

意味でも大事なところだなと思うのですが、まだまだジェネリックでは効かないので

はないかという、どうもそういった考え方がどこか根強く残っているというのも事実
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なので。私ももう大分前からジェネリックということは言っていたので、自分でも使

っています。しっかりとまた使っていただける方向ということで、大分進んできたと

いうことは理解しましたので、引き続きよろしくお願いしたいと存じます。

○矢口委員長 私もこのジェネリックについてお伺いしたかったのですが、令和７年

度にかけての債務負担行為が設定されていますが、この事業は令和６年、令和７年だ

けやるというわけではないですか。

○武井国保年金課長 そういうわけではございませんで、債務負担行為というのはレ

セプトのほうが３か月くらい遅れてきますので、そういったことで債務負担行為をし

ているような状況でございます。

○吉田（千）委員 ２５２ページの県補助金の中の保険者努力支援分は努力したこと

に対する補助金が出るという理解かなと思っているのですが、これは何を基にどのよ

うに算定されて、こういった数字が出てくるのか。もし分かれば、教えていただきた

いと思いました。本当に皆さんが努力していることの数字の表れなのかなというふう

に思っているのですが。

○武井国保年金課長 保険努力支援分ということですが、先ほども少しお話をさせて

いただきましたが、実際に保険者において、例えば滞納している部分を収納する、そ

ういった収納分の効率は図っている、ほかには、医療費適正化に努めるために保険事

業等をやっているなど結構実際に国のほうで定められている点数がございまして、そ

ういった部分で評価されたものに対して交付金が出るというものでございます。

○羽生保健福祉部長 今言いましたように、保険制度が県が保険者になった時に県と

しても市町村でもっとがんばってもらわなくてはならないよということで、この保険

者努力支援制度が平成３０年から入ったところでございます。その際に当然、土浦は

徴収率がどうしても低いという部分で、徴収率のところではポイントを実は稼げてい

ません。ただ、今まで例えば９０％だったのが９２％に次の年になれば、そこでまた

ポイントが稼げるのですが、一度９２％になってしまうと、そこから９３、９４と上

げるのはなかなか厳しいので、そこの部分のポイントはちょっと稼げていないという

のが現状ですが、今言っていましたように健康支援事業をどれだけやるか、保健事業

をどれだけやるかということで、それを受ける人の率によって細かく点数化されてお

りまして、今年は土浦としてはこの部分をがんばろうというようなことをやって、点

数を稼いで、なるべく努力支援分をもらいたいということで、少し絞りながら、全て

にお金を掛けても全然点数が上がらないので、どこかに注力して今年はこの部分をや

って稼ぎたいなということで努力者支援分をもらいたいと言う話でございます。一方

で、議案質疑の時でも私のほうで答えたかもしれないのですが、法定外の繰入れなど

をしてしまうと、この保険者努力支援分などがもらえなくなってしまったり、マイナ
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スでペナルティが来るという部分がありますので、そういったものをきちんともらえ

るように、うちのほうでもその辺りの予算化をしてがんばっていきたいと思います。

この辺りがペナルティで、これがなくなってしまうと、５，０００万でも大きいとい

う状況でございます。

○吉田（千）委員 大変努力の賜物だということを改めて、本当に何に特化してやる

かによって、もうある程度うちはがんばってきているので、その先を行くというのは

本当に厳しいんだなということを。しかしながら、そこからまた知恵を絞って特化を

しながらがんばっていただいてるという皆様の努力に対して改めてありがとうござい

ます。

○刈山高齢福祉課長 今の関係で努力者支援金は介護保険にもございまして、同じよ

うな項目で点数でやっているところでございます。ただ、こちらの点数が毎年度項目

が違ってくることがございます。地域によって国の予算の範囲の中でやりますので、

点数が上がっても金額が増えないという状況がございますので、その辺りを一生懸命

がんばったのですが、点数が上がったのですが、どこも努力しているので、金額が上

がっていませんよという状況も出てきますので、そういうことを御理解いただければ

と思いまして、口を挟んでしまい申し訳ございません。

○勝田委員 疾病予防が非常に大事だと私も考えておりまして、生活習慣病の検診や

人間ドックなど先ほど聞いた受診率や受診者数の変化のようなものはどこかに入って

いますか。もし入っていなければ後で結構なので、資料をいただけると有り難いなと

思います。

○武井国保年金課長 データヘルス計画のほうで様々な検診の率は載っておりますの

で、後で同じように受診率の資料を配布させていただくことも可能です。

〇矢口委員長 ほかにはございますか。

（「なし」という声あり)
〇矢口委員長 それでは、採決をしたいと思います。議案第３０号は原案どおり決す

ることに御異議ございませんか。

○福田委員 関係者の皆さんが大変努力されているのですが、この議案については反

対をいたします。

○矢口委員長 この後の意見に盛り込みたいので、反対する意見を具体的に言ってい

ただいたほうがよろしいかと思います。

○福田委員 いろいろ努力をされているのですが、本当に生活困窮者、低所得、ここ

は本当に何とか取り残さない、行政として応援して欲しいと思います。そういう点か

らです。
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○矢口委員長 それでは、お一人から異議があったということで、改めて挙手による

採決とさせていただきます。議案３０号に原案どおり決することに賛成の方は挙手を

願います。

（５名挙手（田中副委員長、吉田（千）委員、勝田委員、平岡委員、根本委員））

○矢口委員長 ありがとうございます。つぎに、反対の方は挙手を願います。

（１名挙手（福田委員））

○矢口委員長 賛成５人、反対１人のため、賛成多数であります。よって、この議案

第３０号は、原案どおり決しました。改めまして先ほどの御説明で、担当部署ではや

れることを精一杯やっていただいてるというのは、この委員会でも十分に理解してお

りますし、一方で国全体としてのこの社会保障制度、かなりきついところにきている

というのも十分理解しているので、改めて私たち一人一人の委員もそれぞれのルート

を使って国への働きかけも是非お願いしたいと思います。それでは、つぎに、議案第

３１号、令和６年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。執行部

より説明をお願いいたします。

○武井国保年金課長 議案３１号、令和６年度後期高齢者医療特別会計予算について

御説明いたします。２７６ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額はそれぞ

れ２６億３，７５１万９，０００円で、対前年度比では３億４，３３５万７，０００

円、１５％の増となっております。増額の主な要因は被保険者数の増加によるもので、

被保険者数は令和６年１月末現在で２万３，１４３人、前年の同月末との比較では８

４４人、３.８％の増となっている状況でございます。歳入から説明させていただき
ますので、２８２ページをお願いいたします。１款後期高齢者医療保険料は、被保険

者の医療給付に充てる財源として徴収するもので、年金から差し引かれる特別徴収と

納付書により納付していただく普通徴収に分かれており、対前年度比で１６.１％の
増となっております。なお、保険料率は２年ごとに見直しとなっており、令和６年度

に改定の予定となっております。こちらの税率に関しましては、後期高齢者広域連合

のほうでの改定ということになっております。つづきまして、２８４ページをお願い

いたします。３款繰入金、１項、１目事務費繰入金は、職員５名分の人件費や電算処

理業務委託料等の事務経費に対する一般会計からの繰入れで、前年度との比較では７.
６％の増となっております。２目保険基盤安定繰入金は保険料軽減分を公費で負担す

るための繰入れで、県が４分の３、市が４分の１の繰入れで、一般会計に交付された

県支出金に市費分を合わせて同会計から繰り入れるもので、前年度との比較では９.
１％の増となっております。３目保健事業繰入金は、被保険者の健康増進を図るため、

健康診査や人間ドック、脳ドック受診に係る経費や令和６年度から新規で実施します

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業委託金分を一般会計から繰り入れる
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もので、前年度との比較では２４４.６％の増となっております。以上が歳入予算で
ございます。つづきまして、２８７ページをお願いいたします。歳出予算について御

説明いたします。１款総務費、１項、１目一般管理費は職員人件費のほか後期高齢者

医療事業の事務執行に係る事務経費で、前年度との比較では１８.４％の増となって
おります。２８８ページをお願いいたします。２款後期高齢者医療広域連合納付金は

被保険者が納付した保険料等を県広域連合へ納付するもので、前年度との比較では１

４.９％の増となっております。２８９ページをお願いいたします。３款保健事業費、
１項、１目健康診査費は広域連合からの受託により実施する被保険者の健康診査を行

うための経費で、前年度との比較では１８.１％の増となっております。２目疾病予
防費は疾病予防事業と令和６年度新規事業、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な

実施事業があり、前年度との比較では２１.２％の増となっております。２９１ペー
ジをお願いいたします。５款予備費は、前年度と同額の１００万円の計上でございま

す。

○矢口委員長 ただ今の説明につきまして御質問等ございますでしょうか。

○吉田（千）委員 ２目疾病予防費のうちの高齢者の保健事業と介護予防の一体的な

実施事業の中のハイリスクアプローチ委託料、この内容について教えていただければ

と思います。

○武井国保年金課長 こちらの委託料ですが、実際に高齢者の方でこれからいろいろ

な疾病にかかりそうな方に対して各地区といいますか、まず来年度は１地区を選定し、

その１地区に対して委託している保健師が伺い、その方の病気や保健関係の指導、栄

養指導などを行ってもらうものでございます。

○羽生保健福祉部長 通常病院にかかっている人はお医者さんに指導を受けて薬をも

らっているのですが、これは逆に病院にあまりかかってない方を検診の結果で見て、

数値が健康診断である程度出てくるのですが、その後病院に行っていないだろうとい

う方が結構いらっしゃいます。私は血圧高い側だからいいや、別にこんなの当たり前

だという方がどうしても多くてその先に進んでない。そういった方をこちらから抽出

して委託業者のほうで保健指導に行ってもらおうというような事業を来年度から始め

ようと思っておりまして、その辺りをハイリスクアプローチということで積極的にこ

ちらから働き掛けていく部分、あとはこれと併せて、この事業の一環で市のほうでも

そういった講習会ではないですが、保健師の市の検診もそういった形でやっている健

康相談事業、その辺りに来てもらうような形。こういうことをやっていますよ、是非

来てくださいねというような、こちらからの働き掛けもしていくというのを来年度や

ってみたいなということで始めさせていただきました。ですから、病院に行かない方、

自分は健康だと自信を持っている方が突然倒れる、実はすごい血糖値も高いんだよ、
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診断で受けているのに、いやこんなのずっと私はこの状態だからというのを防ぎたい

なということで、この事業をやってみようと。いきなり全地区始めるのは難しいので、

モデル地区というのもありますが、全地区にそういったことを広げられればというこ

とで始めようとする事業でございます。

○吉田（千）委員 狭い範囲でよく見て、そこにアプローチしていくという方向でよ

ろしかったですか。

○羽生保健福祉部長 健康診査をやってない人も探したいなというのもあるのですが、

そこはどこまでいけるかというのはあるのですが、そういったことをいかにして医療

費を抑えるかというのが市町村保険者としての使命になっていますので。後期高齢の

ほうは税率などを決めるのは広域連合が決めて、市町村は決められた税を徴収して、

徴収したものを広域連合に納めるというのは後期高齢の特別会計の仕組みなのですが、

その中で保健事業だけは広域連合のほうから委託を受けて市町村で実施しなければな

らないものですから、そこをいかに先ほどの人間ドック、脳ドックしかこれまでやっ

ていなかった部分もありますので、それをいかに広げていくかというのが課題になっ

ていますので、こういったことから進めていければと考えている事業でございます。

○吉田（千）委員 なかなか大変なところを手探りなところもあるのかなというふう

に理解をいたしました。大変お世話になりますけれども、よろしくお願い申し上げま

す。

○福田委員 土浦市として自主的にいろいろやっていただいて、本当に大変だと思う

のですが、自主的な支援、要するに行政が手を打つ場合、県のほうからペナルティが

あるという話、この辺りはどういうことなのでしょうか。

○武井国保年金課長 先ほどのペナルティの部分というお話ですね。それは赤字補塡

として一般会計から繰り入れた場合には、その部分はペナルティがあるということで

す。これは国のほうで一応定めている部分ですから、一応赤字補塡はしないというこ

とでございます。でないと、先ほどの努力者支援分で交付金が減らされる要因でもご

ざいますので。

○矢口委員長 これは国保と同じような。

○羽生保健福祉部長 違います。今の説明は国保の説明をいただいたので、先ほどの

議案が違う部分になります。

○矢口委員長 後期高齢者をやっているので、ちょっとそこのところを区別して質問

していただいてもよろしいですか。私から一点。今回この予算総額全体がプラス１５％

といいますか、高い伸びを示したのは先ほどの国保と逆で、対象者がどんどん増えて

いるというところが一番大きな要因だと理解しているのですが、対象者そのものの伸

びというのはどのぐらいか分かりますか。
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○武井国保年金課長 先ほど冒頭でお話しましたけれども、同じ令和６年の１月末と

前年の１月末との比較で大体おおむね３.８％ということですので、大体１年で４％
から５％かなという伸び率になっております。特にこれから２０２５年も団塊の世代

の終わり頃になるのですが、大体そのぐらいの伸びで推移していくと思います。

○矢口委員長 今回全体を見ていて完全にぱっと分かっていないのですが、一番伸び

が大きかった要因の部分はどこでしょうか。人員の伸びは３％台に対して１５％予算

総額が増えているというところの部分ですが。

○武井国保年金課長 後期高齢者のほうで保険事業の部分が一番割合的には大きいか

と思うのですが、医療機関へ掛かると当然数が増えますので、それに伴って医療費が

上がっているという部分かと思います。

○矢口委員長 要は１人当たりの医療費も上がっているということですね。承知しま

した。ほかにございますか。

（「なし」という声あり）

〇矢口委員長 ないようですので、ここで採決をしたいと思います。議案第３１号は

原案どおり決することに御異議ございませんか。

（「異議あり」という声あり）

〇矢口委員長 それでは、反対をされた福田委員から意見をいただきたいと思います。

○福田委員 反対をするのは大変なことなのですが、本当に行政の執行部の皆さんの

努力は本当に私もよく分かります。ただ、年金生活者、年金というのは様々複雑です

けれども、年金がほとんど今は上がっていませんね。そういう中で個人の負担、高齢

者ほど生活が緩くない、きついですから、そういう点からいってこれは本来ならば国

がもっと面倒を見なければならないのですが。行政の努力を認めますが、本当に誠に

申し訳ないのですが、１人でも取り残さないという点で、そういうことでお願いした

いと思います。

○矢口委員長 それでは、改めて挙手による採決にしたいと思います。議案第３１号

に対し原案どおり決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

（５名挙手（田中副委員長、吉田（千）委員、勝田委員、平岡委員、根本委員）

○矢口委員長 ５名ですね。つぎに反対の方は挙手をお願いします。

（１名挙手（福田委員））

○矢口委員長 賛成多数であります。よって、議案第３１号、令和６年度土浦市後期

高齢者医療特別会計予算は原案どおり決しました。つぎに、議案第３２号、令和６年

度土浦市介護保険特別会計予算を議題といたします。執行部より説明お願いします。

○刈山高齢福祉課長 予算書の２９６ページをお願いいたします。議案第３２号、令

和６年度土浦市介護保険特別会計予算につきまして御説明させていただきます。介護
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保険の給付事業であります保険事業勘定の歳入歳出予算の総額につきましては、それ

ぞれ１２７億７，４９２万２，０００円で、対前年比３億９，８８０万８，０００円、

３.２％の増となっております。保険事業勘定の歳入から主なものにつきまして御説
明いたします。予算書の３０２ページをお願いいたします。１款保険料、１項介護保

険料、１目第１号被保険者保険料につきましては、６５歳以上の第１号被保険者の保

険料でございます。前年度比６.２％の増でございます。つづきまして、３０４ペー
ジをお願いいたします。３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金に

つきましては保険給付費に対する国の負担分で、居宅サービス給付費の２０％及び施

設サービス給付費の１５％が対象となります。前年度比２.７％の増でございます。
２項国庫補助金、１目調整交付金につきましては国庫負担金の調整分で、国の示す交

付率によるものでございます。前年度比９.１％の増でございます。２目地域支援事
業交付金、介護予防日常生活支援総合事業につきましては介護予防日常生活支援総合

事業に対する交付金で、事業費の２０％に調整金を加えた額が交付となります。前年

度比１９.９％の増を見込んでおります。３目地域支援事業交付金、介護予防日常生
活支援総合事業以外の地域支援事業につきましては包括的支援事業任意事業に対する

交付金で、交付率は事業費の３８.５％となり、前年度比０.１％の増を見込んでおり
ます。５目保険者機能強化推進交付金につきましては、市町村による高齢者の自立支

援、重度化防止等の取組を支援するための交付金で、前年度比１１.９％の減を見込
んでおります。６目介護保険保険者努力支援交付金につきましては市町村による予防、

健康づくり、高齢者の自立支援、重度化防止等の取組を支援するための交付金で、前

年度比３.８％の減を見込んでおります。つづきまして、３０５ページをお願いいた
します。４款、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金につきましては、４０歳

から６４歳までの第２号被保険者の保険料で、保険給付費の２７％が支払基金から交

付されるもので、前年度比２.９％の増を見込んでおります。１目地域支援事業支援
交付金につきましては介護予防生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費の２

７％が支払基金から交付されるもので、前年度比１５.２％を見込んでおります。３
０６ページをお願いいたします。５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担

金につきましては保険給付費の県負担分で、居宅サービス給付費の１２.５％と施設
サービス給付費の１７.５％が交付されるもので、前年度比３.２％増を見込んでおり
ます。２項県補助金、１目地域支援事業交付金、介護予防日常生活支援総合事業につ

きましては日常生活支援総合事業に対する交付金で、事業費の１２.５％が交付とな
るもので、前年度比１９.０％の増を見込んでおります。１目地域支援事業交付金、
介護予防日常生活支援総合事業以外の地域支援事業につきましては包括的支援事業任

意事業に対する交付金で、事業費の１９.２５％が交付されるもので、前年度比０.１％
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の増を見込んでおります。３０８ページをお願いいたします。７款繰入金、１項一般

会計繰入金、１目介護給付費繰入金につきましては保険給付費の市負担分で、保険給

付費の１２.５％を一般会計から繰入れするもので、前年度比２.９％の増を見込んで
おります。２目地域支援事業繰入金、介護予防日常生活支援総合事業につきましては

地域支援事業、介護予防日常生活支援事業の市負担分で、１２.５％を一般会計から
繰り入れするもので、前年度比１９％の増を見込んでおります。３目地域支援事業繰

入金、介護予防日常生活支援総合事業以外の地域支援事業につきましては地域支援事

業、介護予防日常生活支援総合事業以外の地域支援事業の市負担分で、１９.２５％
を一般会計から繰入れするもので、前年度比０.１％の増を見込んでおります。４目
低所得者保険料軽減繰入金につきましては、低所得者の保険料負担軽減策として保険

料、第１回保険料段階が第一段階から第三段階の方の保険料負担率を引き上げるため、

一般会計から繰入れするもので、財源の内訳は国が２分の１、県と市がそれぞれ４分

の１の負担となっており、前年度比１５.１％の減を見込んでおります。５目その他
一般会計繰入金、１節職員給与費等繰入金につきましては、介護保険事業に携わる職

員の人件費に対する一般会計からの繰入金でございます。２節事務費繰入金につきま

しては、介護保険事業に係る事業費に対する一般会計からの繰入金でございます。２

項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金につきましては、保険給付費の不足分

を準備基金から取り崩して充当するものでございます。歳入につきましては、以上で

ございます。つぎに、歳出について御説明させていただきます。３１１ページをお願

いいたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、介護

保険事業に携わる職員２０名の職員人件費のほか一般管理事業として介護保険事務処

理に係る電算業務委託料等の経費が主なものでございます。２項徴収費、１目賦課徴

収費につきましては、賦課徴収事業として納付書郵送料や保険料の算定処理、口座振

替処理等の賦課徴収電算業務委託料が主なものでございます。３１２ページをお願い

いたします。３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費につきましては介護保険

の認定審査会に係る経費で、介護認定審査会審査委員３６名に対する報酬とペーパー

レス化に伴うシステムの使用料が主なものでございます。２目認定調査等費につきま

しては介護保険の認定調査等に要する経費で、調査費４名及び事務職員３名の計７名

分の会計年度任用職員の報酬や主治医意見書の作成手数料、要介護認定調査委託料な

どが主なものでございます。１１節役務費のうち、手数料は要介護認定に係る主治医

意見書作成料となります。１２節委託料につきましては、居宅介護支援事業所等への

認定調査に伴う委託料が主なものでございます。３１４ページをお願いいたします。

３１４ページ、２款保険給付費につきましては、保険事業勘定の９５.１％を占めて
おります。各種介護保険サービスの提供に要した経費として茨城県国民健康保険団体
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連合会に支払う費用でございます。また、サービスにつきましては、国民健康保険団

体連合会を通しましてサービス提供を事業費へ支払うものでございます。１項介護サ

ービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費につきましては、要介護認定者が利用し

た居宅介護サービス費をサービス提供事業者に支払う費用で、前年度比２.７％の増
を見込んでおります。その二つ下、３目施設介護サービス費につきましては、要介護

認定者が入所している施設において利用したサービス費用を施設事業者に支払う費用

で、前年度比６.１％の増を見込んでおります。飛びまして、５目居宅介護福祉用具
購入費につきましては、要介護認定者が入浴補助用具やポータブルトイレなどの福祉

用具購入費用を１０万円を限度に償還払いしたもので、前年度比６.２％の減を見込
んでおります。６目居宅介護住宅改修費につきましては、要介護認定者の方が手すり

の取付けや段差解消などの住宅改修をした際の改修費、こちらについて償還払いをす

るもので、前年度比１０.９％の増を見込んでおります。３１５ページをお願いいた
します。７目居宅介護サービス計画給付費につきましては、要介護認定者が介護保険

サービスを利用する際のケアプランの作成費用を作成事業者に支払う費用で、前年度

比２.１％の増を見込んでおります。９目地域密着型介護サービス給付費につきまし
ては、要介護認定者が利用したグループホームや認知症対応型デイサービスなどの地

域密着型サービス費用をサービス提供事業者に支払う費用で、前年度比１.５％の増
を見込んでおります。３１６ページをお願いいたします。２項介護予防サービス等諸

費につきましては、要支援１と要支援２の方への各種介護予防サービスの提供に要す

る費用でございます。１目介護予防サービス給付費につきましては、要支援認定者が

利用した介護予防サービス費用をサービス提供事業者に支払うもので、前年度比９.
１％の減を見込んでおります。少し飛びまして、４目介護予防住宅改修費につきまし

ては、要支援認定者が手すりの取付けや段差解消などの住宅改修をした際の改修費に

ついて２０万円を限度に利用者に償還払いする費用で、前年度比３５.７％の減を見
込んでおります。５目介護予防サービス計画給付費につきましては、要支援認定者が

介護予防サービスを利用する際のケアプラン作成費用を作成事業者に支払う費用で、

前年度比１.３％の減を見込んでおります。３１７ページをお願いいたします。３項
その他諸費、１目審査支払手数料につきましては、介護サービス費や介護予防サービ

ス費等の介護保険給付費の請求、審査及び支払い業務の一部を委託している国民健康

保険団体連合会に対する手数料の支払いで、前年度比４.５％の増を見込んでおりま
す。３１８ページをお願いいたします。４項高額介護サービス等費、１目高額介護サ

ービス費につきましては、要介護認定者が支払った居宅介護サービス費用、こちらが

一定額を超えた場合、その超えた額について償還払いする費用で、前年度比７.４％
の減を見込んでおります。下の箱になります。５項高額医療合算介護サービス等費、
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１目高額医療合算介護サービス費につきましては、１年間の医療保険と介護保険を合

わせた自己負担額が一定額を超えた場合に超えた額について償還払いする費用で、前

年度比４.２％の減を見込んでおります。３１９ページをお願いいたします。６項特
定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費につきましては、要介護

認定者のうち、非課税世帯などの低所得者の方が施設に入所した場合の居住費、食費

の自己負担分を軽減するための費用で、前年度比２.７％の減を見込んでおります。
つづきまして、３２０ページをお願いいたします。３款地域支援事業費、１項介護予

防生活支援サービス事業費につきましては、日常生活支援総合事業となります。１目

介護予防生活支援サービス事業費につきましては、緩和型の訪問サービスとして土浦

市シルバー人材センター及び社会福祉協議会の委託料と要支援の方又は総合事業対象

者が利用したサービス費用を国保連合会を通しましてサービス提供事業者に支払う負

担金で、前年度比２１.７％の増を見込んでおります。２目介護予防ケアマネジメン
ト事業費につきましては、総合事業の対象者の方がサービスを利用する際のケアプラ

ンの作成費用について国保連合会を通して支払う負担金で、前年度比３０.２％の増
を見込んでおります。一番下の箱になりまして、２項一般介護予防事業でございます。

こちら一般介護予防事業につきましては、一般介護予防事業を担当する職員の人件費

のほか３２１ページに移りまして、介護予防啓発教室事業、介護予防セルフケアマネ

ジメント支援事業、地域リハビリテーション活動支援事業に係る経費等で、高齢者の

方々がいつまでも元気で介護が必要とならないようにするための事業に要する費用で

ございます。３２１ページの下の箱をお願いいたします。３項包括的支援事業の１目

任意事業につきましては、介護サービスが本来の目的に沿った形で提供され、高齢者

の自立支援に資するものであるようサービス内容の適正化、介護費用の適正化を図る

介護保険適正化事業や施設入所者の相談や傾聴を行う介護相談員派遣事業。３２２ペ

ージに移りまして、説明欄４段目の一人暮らし高齢者等への食事を配食し、安否確認

を行う高齢者等在宅生活支援配食サービス事業、外出先での救急搬送や保護された時、

緊急時の連絡先や警察消防等への情報提供を行う高齢者等見守りネットワーク事業な

ど高齢者の見守りに係る事業の経費となります。２目在宅医療介護連携推進事業につ

きましては、かかりつけ医や多職種の協働による在宅医療と介護を一体的に提供でき

る支援体制の構築、運営を図るための治療に要する費用で、人生の最期まで住みなれ

た我が家で暮らし続けることができるような地域づくりを行うための人件費及び市民

向けの在宅医療や介護、看取りをテーマにした講演会を開催するほか多職種連携、研

修会等の在宅医療、介護連携拠点事業に係る費用が主なものでございます。３２３ペ

ージをお願いいたします。３目の認知症総合支援事業費につきましては、認知症施策

推進大綱に沿って共生と予防を両輪とした取組を進め、認知症になっても住み慣れた
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地域で暮らしていけるよう、認知症の方やその家族を地域ぐるみで支援することので

きる体制の構築を図るための経費で、市内２か所で毎月開催予定である認知症カフェ

の運営の委託料や、地域包括支援センターうららと神立に設置してあります認知症初

期集中支援チームの委託料等が主なものでございます。３２４ページをお願いいたし

ます。４款、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金につきましては、基金

利子及び決算剰余金等を介護給付費準備基金へ積み立てるものでございます。３２５

ページをお願いいたします。下の箱になります。５款諸支出金、２項繰出金、１目一

般会計繰出金につきましては、重層的支援体制整備事業として一般会計に移行となり

ました地域包括支援センター運営事業、介護支援ボランティア制度事業、生きがい対

応型デイサービス事業、これらの事業に係る１号被保険者や２号被保険者が負担すべ

き部分について保険料や支払基金から交付金として介護保険特別会計の歳入になりま

すことから、一般会計に繰り出すものでございます。以上が介護保険特別会計の主な

ものでございます。

○矢口委員長 改めて１２７億円というこの大きな金額の重さを感じたところであり

ます。それでは、質問ございますか。

○田中副委員長 一つ教えていただきたいのですが、３１６ページの介護予防住宅改

修費として１件当たり２０万円で、４６０万ぐらいになっているのはなぜ減っている

のでしょうか。

○刈山高齢福祉課長 保険の予算につきましては、いわゆる今までの経費の流れです

とかそういうものを勘案しまして査定を受けて決めていくのですが、予防のほうとい

うのはどうしても費用的には少ないです。どちらかというと要介護ですので、要介護

の方の住宅改修で３１４ページの方の住宅改修では、これほど上げていないのですが、

３００万ほど上げさせていただいております。住宅改修やいろいろなサービスもそう

ですけれども、要介護の方がこちらの介護住宅改修などに入りますので、その比率と

いいますかバランス、そういうもので要支援の方は今までの実績の中では上限があま

り多いほうではないので、増減が激しくなってくるものですから。今回の予算計上に

当たっては減額という形でやらせていただいておりまして、要介護のほうは増額とい

う形で査定を受けております。

○福田委員 初歩的な質問で申し訳ないのですが、介護保険は今何歳から徴収してい

るのですか。

○刈山高齢福祉課長 介護保険の方は２号被保険者が４０歳からになります。４０歳

から６４歳の方につきましては、市のほうに直接保険料を納めていただくことではな

くそれぞれ入っている保険、例えば国民健康保険の介護分ですとか社会保険で、我々

もそうですけれども、我々が入っている共済保険のほうから介護分ということで引か
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れています。市のほうでやらせていただいてる６５歳以上の保険料ということでやら

せていただきまして、それぞれ歳入の中に支援金で入ってきたところがあるかと思う

のですが、３０５ページです。支払基金交付金、こちらの方が４０歳から６４歳の方

の保険料分で、土浦市で今回の予算ではいただきたいということでやっているところ

でございます。交付率が２７％、全体給付費と地域支援事業と２項目に分かれている

のですが、それぞれ２７．５％をいただいているというような状況でございます。

○勝田委員 ３２２ページの高齢者等配食サービスのシステムを教えていただけます

か。

○刈山高齢福祉課長 こちらの事業につきましては、お食事のほうをお作りになるの

がちょっと困難ですとか、そういう方の中でも御家族が高齢者だけの御家族でお一人

世帯でしたり、高齢者２人でしたり、そういったところの方について１食の負担４０

０円ございますが、それらの方について委託でやっております。こちらのほうの大き

くは安否確認というのもございますので、高齢者の栄養の確保と安全確認ということ

で、こちらのほうの事業もお弁当を業者のほうが直接持っていった時に安否確認とい

うことで、御本人さんがきちんと受け取っていただく。お元気かどうかというのをそ

の時に、変な話ですけれども、具合が悪いですとか不在であったりすると市のほうに

通報が来まして、不在でこの方ちょっといませんよと。今日どうしたんですかという

ので連絡が入って、うちのほうで安否を確認するということもあります。

○勝田委員 利用者数はどのぐらいですか。

○刈山高齢福祉課長 令和４年度末で１２５人の方がいらっしゃいまして、食事数で

３万５，５９５食、月平均で１２５人の方に提供してございます。

○吉田（千）委員 今のところの上の認知症サポーター養成事業なのですが、現在ま

でどのぐらいの方がこのサポーターになっているのか、もし分かれば教えてください。

そして、来年度はいつ頃にそれが開かれるのか、もし分かれば教えてください。

○刈山高齢福祉課長 令和４年度の実施状況でございますが、２０回ほど講座をやり

まして、受講者数が５０４人でございます。ちなみに今年度は市職員の方にやりまし

たので、もう既にここ２か月程度で５００人程度、ちょっと正確に数字を持っていな

くて申し訳ないのですが、やってございます。その他小中学校のいわゆる校長会、副

校長会の方に御説明を差し上げて、そこから認知症を御理解いただくというような事

業をやってございます。ですので、もし町内会などでお集まりになるようでしたら、

出前講座等もやってございますので、呼んでいただければ、日程を調整して講師を派

遣いたしますので、よろしくお願いいたします。

○吉田（千）委員 令和６年度の開催の日程について分かるようなものがあればとい

うことで。もし分からなければ改めて。
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○刈山高齢福祉課長 ６年度はまだ日程等はございませんので、この後調整していく

形になります。

○吉田（千）委員 あと一つ教えてください。３２０ページの介護予防生活支援サー

ビス事業の中の緩和型訪問サービス事業委託料はシルバー人材にというようなお話が

があったかと思いますが、この事業緩和型はどのような事業をされるのか、お分かり

になれば教えてください。

○刈山高齢福祉課長 こちらにつきましては、いわゆる家事援助サービスでございま

して、ボランティア等で家事援助サービスができるような人材を育成しまして、その

育成された方をシルバー人材センターや社会福祉協議会に御登録をいただきまして、

家事援助サービスとして調理や買い物、掃除の代行、こちらは要支援や要介護の方に

もございますけれども、そこまではいかないのですが、ちょっと不便を感じていると

いう方が日常生活支援総合事業の対象となります。

○吉田（千）委員 そうしますと、家事援助に当たっていただく人材をこちらで育成

をして、その方々がシルバー人材等に名前を出していただいて、必要な方が手を挙げ

たところで派遣をするという流れでよろしかったですか。

○刈山高齢福祉課長 説明不足で申し訳ございません。シルバー人材センターと社会

福祉協議会には元々そういう方がいらっしゃるので、そういう事業を始めていただい

たというところでございまして、それについて今度それを周知して提供を受ける方も

増えていきますし、提供していく側も増えていくということになります。そういった

ところで人材育成をして、そういう方が今度はボランティアではなくてきちんとした

事業提供ということでやっていただくというような形をとってございます。

○平岡委員 ３２２ページに成年後見制度支援事業というのがあるのですが、実は私

の娘も市から委託されて何人か成年後見させていただいているのですが、実際どのよ

うな方が何人ぐらいいらっしゃるのでしょうか。数字で申し訳ないのですが、分かる

範囲で結構でございます。

○刈山高齢福祉課長 成年後見制度につきましては、いわゆる市長申立というものを

高齢者に対してやってございます。この市長申立というのは、いわゆる成年後見人を

申立をしていただく親族のいない方ですので、例えば病院のほうに入院されて、いわ

ゆる保証人の方がどなたもいらっしゃらない、退院に向けての調整をしましょうと言

っても誰もいらっしゃらないというような時に、ワーカーさんのほうから市の包括支

援センターや後見センターに相談がございまして、その方の親族調査をやっていきま

す。公用でいろいろなところに親族いませんかということで出すわけですので、戸籍

でその方をずっと追っていくものですから、かなりの時間が当然かかってしまいまし

て、親族の多い方ですと１年以上、親族５人ぐらいでもう半年ぐらいかかりますでし
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ょうか。それで、後見にとりあえず申立、この方の親族ですよということ、そこから

始まって、こういう状態なのでなっていただけないか。それをやっていただけないの

であれば、いわゆる後見人の申立をしてもらえないかというのを、そこを潰していっ

てからでないとこちらにできないものですから。そういうところでやらせていただい

ております。年間大体４件から５件程度はやっておりまして、今も継続でやっている

方、相談を受けてる方がいらっしゃいます。今抱えているのは２件でございまして、

今年度中にはちょっと難しいかなということでやってございます。

○矢口委員長 ほかにございますか。

（「なし」」という声あり)
〇矢口委員長 なきようですので、それでは、採決をいたします。議案第３２号は原

案どおり決することに御異議ございませんか。

（「異議あり」という声あり）

○福田委員 介護保険は国のほうでこの社会保障、広く負担を願うということで多分

始まったと思います。春闘が行われていますが、回答も大きな会社だけなのですね。

中小零細が日本の企業全体の７割を占めているのですが、ここがまだ僅かなのですね。

私は執行部の皆さんの様々な努力を本当によく分かっておりますけれども、一人の市

民も取り残さないということで、この件については申し訳ないのですが、反対をしま

す。

○矢口委員長 福田委員から反対の表明がありましたので、挙手による採決を行いた

いと思います。議案第３２号は原案どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。

（５名挙手（田中副委員長、吉田（千）委員、勝田委員、平岡委員、根本委員）

○矢口委員長 賛成は５名です。つぎに、反対の方は挙手願います。

（１名挙手（福田委員））

○矢口委員長 賛成多数であります。よって、議案第３２号、令和６年度土浦市介護

保険特別会計予算は賛成多数により原案どおり決しました。つぎに、議案第４１号、

令和５年度土浦市国民健康保険特別会計補正予算（第４回）を議題といたします。資

料は事前配布資料の第３９号～第４４号をお開きください。執行部より御説明をお願

いいたします。

○武井国保年金課長 議案書の５４ページをお願いいたします。議案第４１号、令和

５年度土浦市国民健康保険特別会計補正予算（第４回）について御説明いたします。

今回の補正は歳入歳出それぞれ５７５万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額

を１４３億５，６１５万９，０００円とするものでございます。歳入から説明させて

いただきますので、５９ページをお願いいたします。５款県支出金、１項県補助金、

２節特別交付金の説明欄１項目、特別調整交付金につきましては、そのほか特別の事
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情がある場合の交付基準に該当した負担金、歳出の傷病手当金の申請額の確定に伴い

減額補正するものでございます。６款財産収入、１項、１目利子及び配当金につきま

しては、国保財政調整基金積立金の利子の見込み額により増額補正するものでござい

ます。７款繰入金、１項、１目、１節保険基盤安定繰入金、保険税軽減分につきまし

ては一般被保険者の低所得者に対する保険税軽減分を県と市で負担するための繰入れ

で、額の確定により減額補正するものでございます。減額の主な要因といたしまして

は、対象被保険者の減少が見込みより大きかったものでございます。２節保険基盤安

定繰入金、保険者支援分につきましては低所得者が多い国民健康保険の支援分として

国、県、市で負担するための繰入れで、額の確定により減額補正するものでございま

す。３節保険基盤安定繰入金、未就学児均等割軽減分につきましては未就学児に係る

均等割保険税の５割軽減分の支援分として国、県、市で負担するための繰入れで、額

の確定により減額補正するものでございます。８節産前産後保険料繰入金につきまし

ては出産に係る被保険者の産前産後期間における所得割及び均等割保険税軽減分とし

て国、県、市で負担するための繰入れで、額の確定により減額補正するものでござい

ます。２項基金繰入金、１目、１節財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正

予算の歳入と歳出の差額を財政調整基金繰入金で調整するものでございます。９款諸

収入、３項雑入、１目一般被保険者第三者納付金、１節現物給付及び２節現金給付分

につきましては令和５年度に第三者行為の訴訟が終了しないため、減額補正するもの

でございます。つづきまして、歳出でございます。６０、６１ページをお願いいたし

ます。１款総務費、１項、１目、１２節委託料につきましては、交通事故による第三

者行為の訴訟に関する市の顧問弁護士委託料でございます。こちらにつきましては、

令和５年度中に和解ができなかったため、減額補正するものでございます。２款保険

給付費、６項傷病手当諸費、１目、１８節負担金補助及び交付金につきましては、被

用者が新型コロナウイルス感染に患った場合に生活保障として傷病手当金を支給して

いるものでありますが、適用期間が延長されないことから対象者の増加はないため、

減額補正するものでございます。５款保健事業費、１項、１目、２２節償還金利子及

び割引割引につきましては令和４年度の実績報告に基づき当該負担金の額が確定し、

超過交付により返還が生じたため、増額補正するものでございます。６款基金積立金、

１項、１目、２４節積立金の財政調整基金の積立金につきましては、国保特別会計か

ら基金会計へ国保財政調整基金利子分を支出するための増額補正するものでございま

す。７款諸支出金、１項、６目災害臨時特例補助金償還金、２２節償還金利子及び割

引につきましては、令和４年度の実績報告に基づき当該補助金の額が確定し、超過交

付により返還が生じたため、増額補正するものでございます。

○矢口委員長 ただいまの説明について、御質問等ございますでしょうか。
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（「なし」という声あり）

〇矢口委員長 なきようですので、採決をいたします。議案第４１号は原案どおり決

することに御異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○矢口委員長 よって、議案第４１号、令和５年度土浦市国民健康保険特別会計補正

（第４回）は、原案どおり決しました。つぎに、議案第４２号、令和５年度土浦市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）を議題といたします。執行部より説明をお

願いいたします。

○武井国保年金課長 議案書の６２ページをお願いいたします。議案第４２号、令和

５年度土浦市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）について御説明いたします。

今回の補正は歳入歳出それぞれ７６６万８，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額

２２億９，０７３万９，０００円とするものでございます。歳入から説明させていた

だきますので、６７ページをお願いいたします。３款繰入金、１項、１目、１節事務

費繰入金でございます。説明欄の一般事務費繰入金につきましては消費税申告分の増

額があったため、増額補正するものでございます。２目保険基盤安定繰入金でござい

ます。説明欄１項目、保険基盤安定負担金、低所得者の保険料軽減分繰入金につきま

しては低所得者の保険料軽減分を公費で負担するための繰入れで、額の確定により減

額補正するものでございます。また、説明欄２項目の同負担金、被用者保険被扶養者

の保険料軽減分の繰入金につきましては後期高齢者医療制度加入前に会社の社会保険

等の健康保険の被扶養者であった場合、加入後２年間に限り保険料が軽減となり、そ

の分を公費で負担するための繰入金で、額の確定により増額補正するものでございま

す。３目保健事業繰入金でございます。保健事業繰入金につきましては健康診査業務

委託金の歳入を特別会計から一般会計と入金先を変更したため、保健事業繰入金とし

て健康診査業務委託金の歳入分を増額補正するものでございます。５款諸収入、４項、

１目雑入でございます。後期高齢者健康診査業務委託金につきましては特別会計から

一般会計と入金先を変更したため、減額補正するものでございます。つづきまして、

歳出でございます。６８ページをお願いいたします。１款総務費、１項、１目一般管

理費でございます。補償補塡及び賠償金につきましては、平成３０年度から令和４年

度までの消費税未申告分により無申告加算税及び延滞税が発生したものです。公課費

の消費税といたしまして過年度分の後期高齢者健康診査業務委託金に係る消費税が発

生し、合わせて８６万９，０００円の増額補正をするものでございます。２款後期高

齢者医療広域連合納付金、１項、１目後期高齢者医療広域連合納付金でございます。

後期高齢者医療保険基盤安定納付金につきましては、低所得者等の保険料軽減に係る
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公費負担分を広域連合に納付するもので、額の確定により減額補正するものでござい

ます。

○矢口委員長 ただ今の説明につきまして質問等ございますでしょうか。

（「なし」という声あり）

○矢口委員長 それでは、採決をいたします。議案第４２号は原案どおり決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○矢口委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第４２号、令和５年度土浦市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）は、原案どおり決しました。つぎに、議案

第４３号、令和５年度土浦市介護保険特別会計補正予算（第３回）を議題といたしま

す。執行部より説明お願いします。

○刈山高齢福祉課長 議案書の６９ページをお願いいたします。議案第４３号、令和

５年度土浦市介護保険特別会計補正予算（第３回）につきまして、御説明させていた

だきます。今回の補正につきましては、令和５年度収支の見込みに基づきそれぞれの

予算科目において増減を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５，８９５万４，００

０円を追加し、予算の総額を１２７億１，２５５万６，０００円とするものでござい

ます。それでは、議案書７４ページをお願いいたします。７４ページが歳入でござい

ます。歳入について御説明させていただきます。１款保険料、１項介護保険料、１目

第１号被保険者保険料、１節現年度分特別徴収保険料につきましては収入見込額が当

初見込み額を下回ることが見込まれたことから減額し、２節現年度分普通徴収保険料

につきましては収入見込みが当初見込額を上回ることが見込まれたことから増額する

ものでございます。３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金につき

ましては、国の交付決定に基づき増額するものでございます。２項国庫補助金、１目

調整交付金につきましては、国の交付決定に基づき増額するものでございます。４目

介護保険災害臨時特例補助金につきましては、東日本大震災による避難指示区域から

の避難者の介護保険料軽減分に対する国からの補助で、国の補助額が示されたことか

ら増額するものでございます。５目保険者機能強化推進交付金につきましては市町村

による高齢者の自立支援、重度化防止等の取組を支援するための交付金で、国からの

交付額の内示がありましたことから減額するものでございます。６目介護保険保険者

努力支援交付金につきましては市町村による予防健康づくり、高齢者の自立支援、重

度化防止等の取組を支援するための交付金で、国から交付額の内示がありましたこと

から減額するものでございます。４款、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金

につきましては４０歳から６５歳未満の第２号被保険者の保険料で、支払基金の内示

額に基づき減額するものでございます。５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付
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費負担金につきましては、県の交付金交付決定に基づき増額するものでございます。

７５ページをお願いいたします。６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配

当金につきましては介護給付費準備基金の利息で、科目計上のみであったことから増

額するものでございます。７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金

につきましては当初の見込みよりも保険給付費が上回ることが見込まれたことから、

増額するものでございます。４目低所得者保険料軽減繰入金につきましては、国、県

の交付決定に基づき増額するものでございます。２項基金繰入金、１目介護給付費準

備基金繰入金につきましては、保険料収入や国、県支出金等が歳出に対し不足する場

合、基金を取り崩して充当するもので、今回歳出に対し歳入が不足することが見込ま

れたことから増額するものでございます。９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、

１目第１号被保険者延滞金につきましては、収入見込額が当初見込額を下回ることが

見込まれたことから減額するものでございます。２項雑入、１目第三者納付金につき

ましては収入見込額が当初見込額を上回ることが見込まれたことから、増額するもの

でございます。２目返納金につきましては介護給付費等の返還金でございまして、返

還額に合わせて増額するものでございます。つづきまして、歳出について御説明いた

します。７６ページをお願いいたします。２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、

１目居宅介護サービス給付費につきましては当初の見込額を上回ることが見込まれた

ことから、増額するものでございます。３目施設介護サービス給付費につきましては

当初の見込額を上回ることが見込まれたことから、増額するものでございます。９目

地域密着型サービス給付費につきましては当初の見込額を上回ることが見込まれたこ

とから、増額するものでございます。４項高額介護サービス等諸費、１目高額介護サ

ービス費につきましては当初の見込み額を下回ることが見込まれたことから、減額す

るものでございます。７７ページをお願いいたします。４款基金積立金、１項基金積

立金、１目介護給付費準備基金積立金につきましては基金運用利息や第三者納付金、

介護給付費返還金等を基金に積立てするもので、当初の見込額を上回る見込みである

ことから、増額するものでございます。

○矢口委員長 ただ今の説明につきまして御質問等ございますでしょうか。

（「なし」という声あり）

○矢口委員長 なきようですので、採決をいたします。議案第４３号は原案どおり決

することに御異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

〇矢口委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第４３号、令和５年度土浦市介

護保険特別会計補正予算（第３回）は、原案どおり決しました。以上で当委員会に付

託されました議案等の審査を終了いたしました。執行部からほかに何かございますか。
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○武井国保年金課長 先ほどお配りしました県内の市の人間ドックの補助事業の状況

というものでございますが、左側に３２市ございます。実際のその補助金の額につい

ては右枠からの２番目補助金というところですが、これを見ていただきますと、それ

ぞれ金額が異なってございます。土浦市は３番目ということで色が染めてありますが、

この中で一番補助額が大きいのが１４番目の取手市でして、一般の人間ドックが２万

４，５００円で、脳ドックが３万５，０００円というような形になっております。近

隣ですと、１６番目のつくば市は一般の人間ドックが１万７，５００円、脳ドックが

２万５，０００円ということで、それぞれ市によって補助している額は異なっている

ような状況でございます。もう一つですが、データヘルス計画でございます。こちら

の１２ページをお開き願いたいと思います。先ほど勝田委員さんからございましたが、

検診の受診率ということで、真ん中に特定健診医診査の受診率の推移ということで、

平成３０年度から令和４年度までの受診率を示しているものがございます。令和４年

度で３６.４％ということでおおむね県の平均が大体３５％ぐらいですので、大体そ
の辺りを推移しているような状況でございます。

○羽生保健福祉部長 あと１点、先ほど後期高齢の特別会計のところで吉田委員のほ

うからハイリスクアプローチの御質問がありまして、私のほうでお答えしたところだ

ったのですが、今回高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施をすると。介護予防

も含めた一体的実施ということで、元々抽出するのが医療機関の受診がない方で、な

おかつ介護認定も受けていないという方を抽出して、アプローチしていくという事業

になっております。

○矢口委員長 資料の御提出と御説明ありがとうございました。委員の皆さんから執

行部に対して何かございますか。

（「なし」という声あり）

○矢口委員長 ないようですので、以上で文教厚生委員会を閉会いたします。


